










〕〔
消費生活メールマガジン「週刊  はまのタスケ・メール」のご登録を！ 横浜市消費生活総合センター 検　索はまのタスケ
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月次相談リポート

賃貸住宅の契約トラブル
退去時の補修費はどちらが負担？

令和２（2020）年　２月号

お互いに　一声かけて見守りを！

　春の引っ越しシーズンが近づいて、賃貸アパート・
マンションのトラブルが増えています！ 

●�退去時の内装工事費５万円を契約時に支払うよう
に言われた。納得できない。

●畳と襖の張替代として、敷金を上回る金額を請求
　されたが、負担する必要があるのか。

賃貸物件退去時の支払いルールは、
国の「原状回復をめぐるトラブル
とガイドライン」を参考に！
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